
大
正
十
二
年
内
務
省
・
鉄
道
省
令

軌
道
建
設
規
程

軌
道
建
設
規
程
左
ノ
通
定
ム

第
一
章
　
総
則

第
一
条
　
軌
道
ノ
建
設
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル
ヘ
シ

第
二
条
　
車
輛
ノ
運
転
ニ
常
用
ス
ル
線
路
ヲ
本
線
路
ト
謂

ヒ
其
ノ
他
ノ
線
路
ヲ
側
線
ト
謂
フ

第
三
条
　
道
路
上
其
ノ
他
公
衆
ノ
通
行
ス
ル
場
所
ニ
敷
設

ス
ル
軌
道
ヲ
併
用
軌
道
ト
謂
ヒ
其
ノ
他
ノ
軌
道
ヲ
新
設

軌
道
ト
謂
フ

第
三
条
ノ
二
　
軌
道
ノ
建
設
ハ
法
切
、
切
土
、
掘
削
、
盛

土
、
杭
打
等
ニ
因
リ
人
ニ
危
害
ヲ
及
ボ
サ
ザ
ル
ヤ
ウ
行

フ
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
章
　
線
路
及
建
造
物

第
一
節
　
軌
間
及
輪
縁
路

第
四
条
　
軌
間
ハ
直
線
ニ
於
テ
軌
条
頭
ノ
内
側
ヨ
リ
内
則

迄
ノ
距
離
ニ
依
リ
之
ヲ
測
定
ス

第
五
条
　
軌
間
ハ
七
百
六
十
二
粍
、
一
米
〇
六
七
、
一
米

四
三
五
ト
為
ス
ヘ
シ

第
六
条
　
併
用
軌
道
ノ
曲
線
ニ
於
テ
軌
間
ニ
拡
度
ヲ
付
ス

ル
場
合
ハ
左
ノ
制
限
ニ
依
ル
ヘ
シ

一
　
軌
間
一
米
〇
六
七
若
ハ
一
米
四
三
五
ニ
シ
テ
曲
線

ノ
半
径
百
二
十
米
以
下
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
二
十
五

粍
以
内

二
　
軌
間
七
百
六
十
二
粍
ニ
シ
テ
曲
線
ノ
半
径
六
十
米

以
下
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
十
三
粍
以
内

第
六
条
ノ
二
　
新
設
軌
道
ノ
曲
線
ニ
在
リ
テ
ハ
左
ノ
区
別

ニ
依
リ
軌
間
ニ
相
当
ノ
拡
度
ヲ
付
ス
ベ
シ
但
シ
転
轍
器

ニ
附
帯
ス
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
　
軌
間
一
米
〇
六
七
及
一
米
四
三
五
ニ
シ
テ
曲
線
ノ

半
径
六
百
米
以
下
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
二
十
五
粍

以
内

二
　
軌
間
七
百
六
十
二
粍
ニ
シ
テ
曲
線
ノ
半
径
四
百
米

以
下
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
十
六
粍
以
内

第
六
条
ノ
三
　
新
設
軌
道
ノ
直
線
ニ
在
リ
テ
ハ
両
軌
条
面

ノ
高
ヲ
均
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
曲
線
ニ
於
ケ
ル
高

度
ヲ
逓
減
ス
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

曲
線
ニ
在
リ
テ
ハ
転
轍
器
ニ
附
帯
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク

ノ
外
外
側
軌
条
ニ
相
当
ノ
高
度
ヲ
附
シ
曲
線
ニ
接
続
ス

ル
直
線
又
ハ
緩
和
曲
線
ニ
於
テ
之
ヲ
逓
減
ス
ベ
シ

第
七
条
　
輪
縁
路
ハ
車
輛
ノ
輪
縁
ニ
対
シ
適
当
ノ
大
サ
ヲ

有
セ
シ
ム
ヘ
シ

市
街
地
ニ
於
ケ
ル
併
用
軌
道
ニ
シ
テ
交
通
特
ニ
頻
繁

ナ
ル
箇
所
、
転
轍
器
又
ハ
轍
叉
ヲ
設
置
ス
ル
箇
所
ニ
在

リ
テ
ハ
溝
軌
条
ヲ
用
ヰ
若
ハ
之
ニ
準
ス
ヘ
キ
施
設
ヲ
為

ス
ヘ
シ

第
二
節
　
軌
道
定
規

第
八
条
　
併
用
軌
道
ハ
道
路
ノ
中
央
ニ
之
ヲ
敷
設
シ
左
ニ

掲
ク
ル
車
体
外
有
効
幅
員
ヲ
存
セ
シ
ム
ヘ
シ

道
路
ノ
種
別

車
道
歩
道
ノ

区
別
ア
ル
道

路
ノ
車
道
各

側

車
道
歩
道
ノ
区
別
ナ

キ
道
路
各
側

両

側

人

家

連

檐

又

ハ

連

檐

ス

ヘ

キ
場
所

其

ノ

他

ノ
場
所

特
ニ
主
要
ナ
ル
街

路

八
米
一
八
以

上

―
―

主
要
ナ
ル
街
路

特
ニ
主
要
ナ
ル
国

道

四
米
五
五
以

上

―
―

街
路

主
要
ナ
ル
国
道

特
ニ
主
要
ナ
ル
府

県
道

三
米
六
四
以

上

四

米

五

五

以
上

四

米

一

〇
以
上

国
道

主
要
ナ
ル
府
県
道

及
市
道

特
ニ
主
要
ナ
ル
町

村
道

―

三

米

六

四

以
上

―

第
九
条
　
街
路
、
特
ニ
主
要
ナ
ル
国
道
、
主
要
ナ
ル
国
道

及
特
ニ
主
要
ナ
ル
府
県
道
ヲ
除
ク
他
ノ
道
路
ニ
於
テ
ハ

左
ニ
掲
ク
ル
車
体
外
有
効
幅
員
ヲ
存
シ
軌
道
ヲ
其
ノ
一

方
ニ
偏
シ
テ
敷
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

道

路

ノ

種

別

車
道
歩
道
ノ
区
別
ナ
キ
道
路

両
側
人
家
連
檐
又
ハ
連

檐
ス
ヘ
キ
場
所

其
ノ
他
ノ
場
所

一
側

他
ノ
一
側

一
側

他

ノ

一

側

国
道

主

要

ナ

ル

府

県

道

及

市
道

特

ニ

主

要

ナ

ル

町

村

道

四
米
五
五

以
上

二
米
七
三

以
上

四

米

五

五
以
上

一

米

八

二
以
上

府
県
道

市
道

町
村
道

三
米
六
四

以
上

一
米
八
二

以
上

三

米

六

四
以
上

〇

米

九

一
以
上

第
十
条
　
本
線
路
ニ
於
テ
ハ
並
行
セ
ル
両
軌
道
中
心
間
ノ

間
隔
ハ
車
輛
ノ
最
大
幅
員
ニ
四
百
粍
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ

ヨ
リ
小
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

本
線
路
ニ
於
テ
ハ
車
両
ト
中
央
柱
其
ノ
他
ノ
工
作
物

ト
ノ
間
隔
ハ
二
百
三
十
粍
ヨ
リ
小
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

本
線
路
ノ
曲
線
ニ
於
テ
ハ
前
二
項
ニ
規
定
ス
ル
間
隔

ハ
之
ニ
両
車
輛
ノ
偏
倚
ス
ル
寸
法
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ヨ

リ
小
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
一
条
　
併
用
軌
道
ニ
於
テ
ハ
軌
条
間
ノ
全
部
及
左
右

各
六
百
十
粍
ハ
其
ノ
軌
道
ヲ
敷
設
ス
ル
道
路
ノ
路
面
ト

同
一
構
造
ト
シ
軌
条
面
ト
道
路
面
ト
高
低
ナ
カ
ラ
シ
ム

ヘ
シ

第
三
節
　
電
車
柱
、
排
水
設
備
及
地
下
工
作
物

ニ
対
ス
ル
防
備

第
十
二
条
　
道
路
ニ
建
設
ス
ル
電
車
柱
ハ
特
別
ノ
事
由
ア

ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
之
ヲ
側
柱
式
ト
為
ス
ヘ
シ

側
柱
ハ
車
道
歩
道
ノ
区
別
ア
ル
箇
所
ニ
於
テ
ハ
歩
道

ノ
車
道
側
ニ
之
ヲ
建
設
ス
ヘ
シ

中
央
柱
式
ニ
依
ル
電
車
柱
ニ
ハ
点
灯
ノ
設
備
ヲ
為
ス

ヘ
シ

第
十
三
条
　
併
用
軌
道
ニ
於
テ
ハ
排
水
ノ
設
備
ヲ
為
ス

ヘ
シ

第
十
四
条
　
軌
道
ヲ
地
下
工
作
物
ト
交
叉
又
ハ
接
近
シ
テ

敷
設
ス
ル
為
其
ノ
工
作
物
ヲ
防
護
ス
ル
必
要
ア
ル
ト
キ

ハ
適
当
ノ
設
備
ヲ
為
ス
ヘ
シ

軌
道
ハ
人
孔
、
制
水
弁
等
ノ
操
業
ニ
障
碍
ヲ
与
ヘ
サ

ル
適
当
ノ
距
離
ヲ
存
シ
之
ヲ
敷
設
ス
ヘ
シ

第
四
節
　
曲
線
及
勾
配

第
十
五
条
　
本
線
路
ノ
曲
線
半
径
ハ
十
一
米
ヨ
リ
小
ナ
ル

コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
六
条
　
本
線
路
ノ
勾
配
ハ
千
分
ノ
四
十
ヨ
リ
急
ナ
ル

コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
特
殊
ノ
箇
所
ニ
於
テ
ハ
千
分
ノ
六
十

七
迄
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

停
留
場
ニ
於
ケ
ル
本
線
路
ノ
勾
配
ハ
千
分
ノ
十
ヨ
リ

急
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
節
ノ
二
　
施
工
基
面

第
十
六
条
ノ
二
　
新
設
軌
道
ノ
軌
道
中
心
ヨ
リ
施
工
基
面

縁
端
迄
ノ
距
離
ハ
軌
間
一
米
〇
六
七
及
一
米
四
三
五
ノ

モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
一
米
八
三
以
上
、
軌
間
七
百
六
十
二

粍
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
一
米
五
二
以
上
ト
ス

第
五
節
　
軌
道
及
橋
梁

第
十
七
条
　
枕
木
下
面
ヨ
リ
施
工
基
面
迄
ノ
道
床
ノ
厚
ハ

軌
間
一
米
〇
六
七
及
一
米
四
三
五
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ

百
粍
以
上
、
軌
間
七
百
六
十
二
粍
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ

七
十
六
粍
以
上
ト
ス

第
十
七
条
ノ
二
　
軌
道
及
橋
梁
ノ
各
部
ハ
動
荷
重
ニ
耐
フ

ル
負
担
力
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

併
用
軌
道
ニ
於
ケ
ル
軌
道
及
橋
梁
ノ
構
造
ハ
前
項
ニ

規
定
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十

五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
三
号
ノ
都
道
府
県
道

及
同
条
第
四
号
ノ
市
町
村
道
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
同
令
及
同

法
第
三
十
条
第
三
項
ノ
条
例
）
ノ
規
定
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ

要
ス

第
十
八
条
　
新
設
軌
道
ノ
橋
梁
ニ
シ
テ
交
通
頻
繁
ナ
ル
道

路
上
又
ハ
水
面
上
ニ
架
設
ス
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
物
件

ノ
墜
落
ヲ
防
ク
為
車
輛
ノ
全
幅
員
及
其
ノ
両
側
各
三
百

粍
以
上
之
ヲ
蓋
フ
コ
ト
ヲ
要
ス

第
五
節
ノ
二
　
停
留
場

第
十
八
条
ノ
二
　
乗
降
場
ノ
幅
ハ
両
側
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

ニ
在
リ
テ
ハ
二
米
以
上
、
片
側
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ
ニ
在

リ
テ
ハ
一
米
五
〇
以
上
ト
ス

前
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
道
路
ノ
路
面
ニ
敷
設
ス

ル
併
用
軌
道
及
新
設
軌
道
ト
道
路
ノ
路
面
ニ
敷
設
ス
ル

併
用
軌
道
ト
交
互
ニ
存
ス
ル
線
区
ニ
於
ケ
ル
新
設
軌
道

以
外
ノ
軌
道
ノ
乗
降
場
ノ
幅
ニ
付
テ
ハ
両
側
ヲ
使
用
ス

ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
中
央
部
ヲ
三
米
以
上
、
片
側
ヲ
使

用
ス
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
中
央
部
ヲ
二
米
以
上
ト
ス

第
五
節
ノ
三
　
待
避
所

第
十
八
条
ノ
三
　
新
設
軌
道
ニ
於
ケ
ル
隧
道
、
橋
梁
其
ノ

他
列
車
ヲ
避
ク
ル
ニ
困
難
ナ
ル
場
所
ニ
ハ
九
十
米
以
内

ノ
距
離
ニ
待
避
所
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
節
　
踏
切
道

第
十
九
条
　
軌
道
ト
道
路
ト
ノ
平
面
交
叉
ノ
交
角
ハ
特
別

ノ
事
由
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
国
道
、
府
県
道
及
主
要

ナ
ル
市
道
町
村
道
ニ
在
リ
テ
ハ
四
十
五
度
以
上
其
ノ
他

ニ
在
リ
テ
ハ
三
十
度
以
上
ト
為
ス
ヘ
シ

第
二
十
条
　
踏
切
道
ハ
軌
条
間
ノ
全
部
及
其
ノ
左
右
各
六

百
十
粍
ニ
木
石
其
ノ
他
適
当
ナ
ル
材
料
ヲ
敷
キ
軌
条
面

ト
道
路
面
ト
高
低
ナ
カ
ラ
シ
ム
ヘ
シ

新
設
軌
道
ノ
踏
切
道
ニ
ハ
通
行
人
ノ
注
意
ヲ
惹
ク
ヘ

キ
警
標
ヲ
設
ケ
交
通
頻
繁
ナ
ル
箇
所
ニ
ハ
門
扉
其
ノ
他

相
当
ノ
保
安
設
備
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
七
節
　
保
安
装
置

第
二
十
一
条
　
線
路
カ
本
線
路
ヨ
リ
分
岐
シ
又
ハ
本
線
路

カ
鉄
道
、
軌
道
ト
平
面
交
叉
ヲ
為
ス
箇
所
ニ
ハ
相
当
ノ

保
安
装
置
ヲ
為
ス
ヘ
シ
新
設
軌
道
ノ
停
留
場
ニ
於
テ
車

輛
ノ
行
違
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
付
亦
同
シ

第
七
節
ノ
二
　
車
両
ノ
逸
出
防
備

第
二
十
一
条
ノ
二
　
車
両
ガ
本
線
路
ニ
逸
出
ス
ル
虞
ア
ル

線
路
ニ
ハ
相
当
ノ
防
止
設
備
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
二
十
一
条
ノ
三
　
新
設
軌
道
ノ
線
路
ノ
終
端
ニ
ハ
車
止

ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
七
節
ノ
三
　
線
路
ノ
防
備

第
二
十
一
条
ノ
四
　
新
設
軌
道
ニ
於
テ
ハ
人
ノ
線
路
ニ
踏

入
ル
虞
ア
ル
場
所
及
保
安
上
必
要
ナ
ル
場
所
ニ
ハ
堤

塘
、
柵
垣
又
ハ
溝
渠
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
七
節
ノ
四
　
車
庫
其
ノ
他
ノ
設
備

第
二
十
一
条
ノ
五
　
機
関
車
ヲ
収
容
ス
ル
為
相
当
ノ
設
備

ヲ
為
ス
ベ
シ

第
二
十
一
条
ノ
六
　
車
両
ヲ
修
理
ス
ル
為
相
当
ノ
設
備
ヲ

為
ス
ベ
シ
但
シ
其
ノ
修
理
ヲ
他
ニ
委
託
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

1



第
三
章
　
車
輛

第
一
節
　
装
置

第
二
十
二
条
　
車
両
ニ
ハ
制
動
機
ヲ
装
置
ス
ヘ
シ

動
力
車
ニ
ハ
動
力
制
動
機
及
手
用
制
動
機
ヲ
装
置
ス

ヘ
シ
但
シ
機
関
車
以
外
ノ
動
力
車
ハ
空
気
制
動
機
及
他

ノ
動
力
制
動
機
（
非
常
ノ
際
用
ヒ
ラ
ル
ル
他
ノ
空
気
制

動
機
ヲ
含
ム
）
ヲ
装
置
シ
且
車
両
ヲ
停
止
状
態
ニ
保
持

シ
得
ル
場
合
ニ
限
リ
手
用
制
動
機
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト

ヲ
得緩

急
車
ニ
ハ
手
用
制
動
機
ヲ
装
置
ス
ヘ
シ

運
転
室
ヲ
有
ス
ル
車
両
又
ハ
緩
急
車
ニ
シ
テ
貫
通
制

動
機
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
作
用
サ
セ
得
ル
装
置
ヲ
備

フ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
当
該
制
動
機
カ
空

気
制
動
機
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
之
ニ
圧
力
計
ヲ
備
フ
ル

コ
ト
ヲ
要
ス

貨
車
ニ
ハ
車
側
制
動
機
ヲ
装
置
ス
ヘ
シ
但
シ
手
用
制

動
機
ヲ
装
置
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

制
動
機
ノ
構
造
ハ
告
示
ヲ
以
テ
定
ム
ル
基
準
ニ
依
ル

ヘ
シ

第
二
十
三
条
　
車
輛
ニ
ハ
救
助
器
、
担
弾
機
、
音
響
器
及

乗
務
員
間
ノ
合
図
器
ヲ
装
置
ス
ヘ
シ
但
シ
新
設
軌
道
ノ

ミ
ヲ
運
転
ス
ル
車
輛
ニ
在
リ
テ
ハ
救
助
器
ヲ
装
置
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
セ
ス

客
車
ニ
ハ
前
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
乗
降
用
把
手

及
車
窓
保
護
棒
ヲ
装
置
ス
ヘ
シ
二
車
以
上
連
結
ス
ル
車

輛
ニ
ハ
弾
性
ノ
緩
衝
器
及
聯
結
器
ヲ
装
置
ス
ヘ
シ

第
二
十
四
条
　
客
車
内
ニ
ハ
点
灯
ノ
設
備
ヲ
為
ス
ヘ
シ
但

シ
瓦
斯
灯
又
ハ
電
灯
ナ
ル
ト
キ
ハ
予
備
灯
ノ
設
備
ヲ
為

ス
ヘ
シ

第
二
節
　
車
輪

第
二
十
五
条
　
車
輪
輪
鉄
ノ
幅
ハ
左
ノ
寸
法
ニ
依
ル
ヘ
シ

一
　
軌
間
一
米
〇
六
七
及
一
米
四
三
五
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ

テ
ハ
百
五
粍
以
上
百
三
十
粍
以
下

二
　
軌
間
七
百
六
十
二
粍
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
八
十
五

粍
以
上
百
十
五
粍
以
下

三
　
主
ト
シ
テ
溝
軌
条
ヲ
使
用
ス
ル
線
路
ニ
在
リ
テ
ハ

七
十
五
粍
以
上
百
十
五
粍
以
下

第
二
十
六
条
　
車
輪
輪
縁
ノ
高
ハ
輪
鉄
中
央
ノ
踏
面
ヨ
リ

測
リ
常
ニ
左
ノ
寸
法
ヲ
保
タ
シ
ム
ヘ
シ

一
　
軌
間
一
米
〇
六
七
及
一
米
四
三
五
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ

テ
ハ
二
十
二
粍
以
上
三
十
六
粍
以
下

二
　
軌
間
七
百
六
十
二
粍
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
十
九
粍

以
上
三
十
粍
以
下

三
　
主
ト
シ
テ
溝
軌
条
ヲ
使
用
ス
ル
線
路
ニ
在
リ
テ
ハ

十
三
粍
以
上
二
十
五
粍
以
下

輪
縁
ノ
厚
ハ
輪
鉄
中
央
ノ
踏
面
ヨ
リ
十
粍
下
位
ニ
於

テ
測
リ
常
ニ
左
ノ
寸
法
ヲ
保
タ
シ
ム
ヘ
シ

一
　
軌
間
一
米
〇
六
七
及
一
米
四
三
五
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ

テ
ハ
十
六
粍
以
上

二
　
軌
間
七
百
六
十
二
粍
ノ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
十
三
粍

以
上

三
　
主
ト
シ
テ
溝
軌
条
ヲ
使
用
ス
ル
線
路
ニ
在
リ
テ
ハ

十
粍
以
上

第
三
節
　
機
関
車
及
電
車

第
二
十
七
条
　
蒸
気
機
関
車
ニ
ハ
左
ノ
装
置
ヲ
為
ス
ヘ
シ

一
　
給
水
器
、
験
水
器
、
安
全
弁
各
二
箇
ヲ
備
フ
ル

コ
ト

二
　
可
鎔
栓
、
実
用
最
高
汽
圧
ヲ
特
記
シ
タ
ル
験
圧
器

各
一
箇
ヲ
備
フ
ル
コ
ト

三
　
煙
室
ニ
ハ
火
粉
止
ヲ
灰
箱
ニ
ハ
灰
燼
止
ヲ
備
フ
ル

コ
ト

四
　
火
室
側
控
ニ
知
ラ
セ
孔
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

第
二
十
八
条
　
電
気
機
関
車
及
電
車
ニ
ハ
左
ノ
装
置
ヲ
為

ス
ヘ
シ

一
　
自
動
遮
断
器
ヲ
備
フ
ル
コ
ト

二
　
特
別
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
前
後
ニ
制
御
器
ヲ
備
フ

ル
コ
ト

三
　
架
空
線
式
ノ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
避
雷
器
ヲ
備
フ
ル

コ
ト

第
二
十
八
条
ノ
二
　
機
関
車
ニ
ハ
散
砂
装
置
ヲ
備
フ
ヘ
シ

第
四
節
　
客
車

第
二
十
九
条
　
客
車
内
ノ
面
積
ハ
乗
客
定
員
一
人
ニ
付
平

均
零
平
方
米
二
八
ヨ
リ
小
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
起
立

乗
客
ニ
対
ス
ル
相
当
ノ
設
備
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
之
ヲ
零

平
方
米
一
八
迄
縮
小
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
条
　
客
車
ノ
乗
降
踏
段
ノ
蹴
上
ハ
三
百
八
十
粍
以

内
、
有
効
蹴
込
ハ
二
百
十
五
粍
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
三
十
一
条
　
客
車
ノ
出
入
口
ノ
戸
ハ
有
効
開
キ
五
百
五

十
粍
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
乗
降
台
ノ
有
効
長
ニ
付
亦

同
シ

第
三
章
の
二
　
電
気
施
設

（
電
車
線
の
架
設
方
式
）

第
三
十
二
条
　
電
車
線
の
架
設
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
普
通
鉄
道
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す
る
軌

道
に
あ
つ
て
は
、
架
空
単
線
式
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
地
下
式
構
造
の
軌
道
、
高
架
式
構
造
の
軌
道
そ

の
他
人
が
容
易
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
専
用

敷
地
内
の
軌
道
に
あ
つ
て
は
、
サ
ー
ド
レ
ー
ル
式
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
懸
垂
式
鉄
道
、

こ跨
座
式
鉄
道
及
び
案
内
軌
条
式
鉄

道
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す
る
軌
道
に
あ
つ

て
は
、
剛
体
複
線
式
と
す
る
こ
と
。

（
電
車
線
の
電
圧
）

第
三
十
二
条
の
二
　
電
車
線
の
標
準
電
圧
は
、
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
空
単
線
式
の
電
車
線
又
は
剛
体
複
線
式
の
電
車

線
（
案
内
軌
条
式
鉄
道
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を

有
す
る
軌
道
の
電
車
線
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、

直
流
千
五
百
ボ
ル
ト
、
直
流
七
百
五
十
ボ
ル
ト
又
は

直
流
六
百
ボ
ル
ト
と
す
る
こ
と
。

二
　
サ
ー
ド
レ
ー
ル
又
は
剛
体
複
線
式
の
電
車
線
（
案

内
軌
条
式
鉄
道
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す
る

軌
道
の
電
車
線
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
直
流
七

百
五
十
ボ
ル
ト
又
は
直
流
六
百
ボ
ル
ト
と
す
る
こ

と
。

（
電
車
線
の
材
質
等
）

第
三
十
二
条
の
三
　
架
空
単
線
式
の
電
車
線
（
剛
体
ち
よ

う
架
式
の
電
車
線
を
除
く
。
）
は
、
日
本
産
業
規
格

「
み
ぞ
付
硬
銅
ト
ロ
リ
線
」
の
規
格
に
適
合
す
る
公
称

断
面
積
八
十
五
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
溝
付
硬
銅

線
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
側
線
の
電
車
線
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２
　
架
空
単
線
式
の
電
車
線
（
剛
体
ち
よ
う
架
式
の
も
の

に
限
る
。
）
、
サ
ー
ド
レ
ー
ル
及
び
剛
体
複
線
式
の
電
車

線
は
、
金
属
導
体
と
し
て
十
分
な
性
能
を
有
す
る
も
の

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
架
空
電
車
線
の
ち
よ
う
架
）

第
三
十
二
条
の
四
　
架
空
単
線
式
の
電
車
線
の
ち
よ
う
架

方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
ハ
ン
ガ
間
隔
を

五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
た
カ
テ
ナ
リ
ち
よ
う
架
式
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
車
両
が
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
の
速
度
で

走
行
す
る
場
所
に
お
い
て
剛
体
ち
よ
う
架
式
に
よ
り

ち
よ
う
架
す
る
場
合

二
　
車
両
が
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
（
電
車
線
の
支

持
点
の
間
隔
を
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、

支
持
点
の
間
隔
を
十
五
メ
ー
ト
ル
と
し
た
と
き
の
最

大
の
た
る
み
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ

う
な
張
力
を
電
車
線
に
与
え
た
と
き
は
、
六
十
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）
以
下
の
速
度
で
走
行
す
る
場
所

に
お
い
て
直
接
ち
よ
う
架
式
に
よ
り
ち
よ
う
架
す
る

場
合

（
架
空
電
車
線
の
高
さ
）

第
三
十
二
条
の
五
　
架
空
単
線
式
の
電
車
線
の
軌
条
面
上

の
高
さ
は
、
軌
間
が
一
・
〇
六
七
メ
ー
ト
ル
又
は
一
・

四
三
五
メ
ー
ト
ル
の
軌
道
に
あ
つ
て
は
五
メ
ー
ト
ル
以

上
五
・
四
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
軌
間
が
〇
・
七
六
二

メ
ー
ト
ル
の
軌
道
に
あ
つ
て
は
五
メ
ー
ト
ル
以
上
五
・

二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
ト
ン
ネ
ル
、
雪
覆
い
、
こ
線
橋
、
橋
り
よ
う
、
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上
家
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
の
あ
る
場
所
及
び
こ
れ
ら
に
隣
接
す
る
場
所
に

お
い
て
は
、
そ
の
高
さ
を
走
行
す
る
車
両
の
う
ち
集
電

装
置
を
折
り
た
た
ん
だ
場
合
の
高
さ
が
最
高
で
あ
る
も

の
の
高
さ
に
四
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
変
電
所
の
き
電
側

に
連
絡
遮
断
装
置
を
設
け
、
か
つ
、
い
ず
れ
の
車
両
内

か
ら
も
変
電
所
又
は
電
力
指
令
所
に
連
絡
通
報
で
き
る

通
信
設
備
を
設
け
て
い
る
軌
道
に
お
い
て
は
、
二
百
五

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
加
え
た
高
さ
ま
で
減
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
四
章
　
雑
則

第
三
十
三
条
　
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る

省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
五
十
一
号
以

下
「
鉄
道
技
術
基
準
省
令
」
ト
謂
フ
）
第
二
十
三
条
第

三
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
（
第
二
号

ヲ
除
ク
）
、
第
四
十
一
条
（
第
一
項
ヲ
除
ク
）
、
第
四
十

二
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十

七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
六
章
第
二
節
、
第
五
十
条
、

第
五
十
一
条
第
一
項
及
第
二
項
、
第
六
章
第
四
節
並
ニ

第
七
章
第
二
節
ノ
規
定
ハ
普
通
鉄
道
ノ
構
造
ニ
相
当
ス

ル
構
造
ヲ
有
ス
ル
軌
道
ニ
之
ヲ
準
用
ス

鉄
道
技
術
基
準
省
令
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十

六
条
（
第
二
号
ヲ
除
ク
）
、
第
四
十
一
条
（
第
一
項
及

第
三
項
ヲ
除
ク
）
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
四
条
、
第

四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
六
章
第
二
節
、
第
五
十

条
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
第
二
項
、
第
六
章
第
四
節

並
ニ
第
七
章
第
二
節
ノ
規
定
ハ
懸
垂
式
鉄
道
、
跨
座
式

鉄
道
又
ハ
案
内
軌
条
式
鉄
道
ノ
構
造
ニ
相
当
ス
ル
構
造

ヲ
有
ス
ル
軌
道
ニ
之
ヲ
準
用
ス

鉄
道
技
術
基
準
省
令
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十

三
条
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
五
十

一
条
第
三
項
並
ニ
第
七
章
第
一
節
及
第
四
節
ノ
規
定
ハ

普
通
鉄
道
ノ
構
造
ニ
相
当
ス
ル
構
造
ヲ
有
ス
ル
新
設
軌

道
ニ
之
ヲ
準
用
ス
但
シ
第
七
章
第
一
節
及
第
四
節
ノ
規

定
ハ
新
設
軌
道
ト
併
用
軌
道
ト
交
互
ニ
存
ス
ル
線
区
ニ

於
ケ
ル
新
設
軌
道
ニ
シ
テ
国
土
交
通
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受

ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

鉄
道
技
術
基
準
省
令
第
四
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十

三
条
、
第
四
十
六
条
、
第
五
十
一
条
第
三
項
並
ニ
第
七

章
第
一
節
及
第
四
節
ノ
規
定
ハ
懸
垂
式
鉄
道
、
跨
座
式

鉄
道
又
ハ
案
内
軌
条
式
鉄
道
ノ
構
造
ニ
相
当
ス
ル
構
造

ヲ
有
ス
ル
新
設
軌
道
ニ
之
ヲ
準
用
ス
但
シ
第
七
章
第
一

節
及
第
四
節
ノ
規
定
ハ
新
設
軌
道
ト
併
用
軌
道
ト
交
互

ニ
存
ス
ル
線
区
ニ
於
ケ
ル
新
設
軌
道
ニ
シ
テ
国
土
交
通

大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
此
ノ
限
ニ

在
ラ
ズ

第
三
十
四
条
　
特
別
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
国
土
交

通
大
臣
ハ
本
令
ニ
依
ラ
サ
ル
設
計
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
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特
別
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
国
土
交
通
大
臣
ノ

認
可
ヲ
受
ケ
前
各
条
ニ
規
定
ス
ル
設
計
ニ
依
ラ
サ
ル
コ

ト
ヲ
得附

　
則

本
令
ハ
大
正
十
三
年
一
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

従
来
為
シ
タ
ル
処
分
、
手
続
其
ノ
他
ノ
行
為
ハ
本
令

ニ
依
リ
テ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

当
分
ノ
間
普
通
鉄
道
、
懸
垂
式
鉄
道
、
跨
座
式
鉄
道

又
ハ
案
内
軌
条
式
鉄
道
ノ
構
造
ニ
相
当
ス
ル
構
造
ヲ
有

ス
ル
軌
道
ニ
在
リ
テ
ハ
第
三
十
三
条
各
項
（
鉄
道
技
術

基
準
省
令
第
五
十
一
条
の
二
ノ
準
用
ニ
係
ル
部
分
ヲ
除

ク
）
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

を
定
め
る
省
令
の
施
行
及
び
こ
れ
に
伴
う
国
土
交
通
省

関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
国

土
交
通
省
令
第
十
九
号
以
下
「
整
備
省
令
」
ト
謂
フ
）

第
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
前
ノ
軌
道
建
設
規
程
第
三

十
三
条
各
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

前
項
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
当
分
ノ
間
普
通
鉄
道
ノ
構

造
ニ
相
当
ス
ル
軌
道
（
道
路
ノ
路
面
ニ
敷
設
ス
ル
併
用

軌
道
及
新
設
軌
道
ト
道
路
ノ
路
面
ニ
敷
設
ス
ル
併
用
軌

道
ト
交
互
ニ
存
ス
ル
線
区
ニ
於
ケ
ル
新
設
軌
道
ヲ
除

ク
）
ニ
在
リ
テ
ハ
整
備
省
令
第
一
条
第
三
号
ノ
規
定
ニ

依
ル
廃
止
前
ノ
普
通
鉄
道
構
造
規
則
（
昭
和
六
十
二
年

運
輸
省
令
第
十
四
号
以
下
「
旧
普
通
鉄
道
構
造
規
則
」

ト
謂
フ
）
第
三
十
三
条
（
第
三
項
ヲ
除
ク
）
ノ
規
定

ヲ
、
懸
垂
式
鉄
道
又
ハ
跨
座
式
鉄
道
ノ
構
造
ニ
相
当
ス

ル
構
造
ヲ
有
ス
ル
軌
道
ニ
在
リ
テ
ハ
整
備
省
令
第
一
条

第
五
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
廃
止
前
ノ
特
殊
鉄
道
構
造
規
則

（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
九
号
以
下
「
旧
特
殊

鉄
道
構
造
規
則
」
ト
謂
フ
）
第
十
四
条
、
第
二
十
条
ニ

於
テ
準
用
ス
ル
旧
普
通
鉄
道
構
造
規
則
第
三
十
三
条
第

四
項
乃
至
第
九
項
ノ
規
定
ヲ
、
案
内
軌
条
式
鉄
道
ノ
構

造
ニ
相
当
ス
ル
構
造
ヲ
有
ス
ル
軌
道
ニ
在
リ
テ
ハ
旧
特

殊
鉄
道
構
造
規
則
第
五
十
三
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
第
十

四
条
及
旧
普
通
鉄
道
構
造
規
則
第
三
十
三
条
第
四
項
乃

至
第
九
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

附
　
則
　
（
昭
和
五
年
六
月
三
〇
日
内
務
省
・
鉄

道
省
令
第
〇
号
）

本
令
ハ
昭
和
五
年
九
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
八
年
四
月
一
日
内
務
省
・
鉄

道
省
令
第
三
号
）

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
八
年
一
一
月
一
日
運
輸
通
信

省
・
内
務
省
令
第
一
号
）

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
〇
年
五
月
一
九
日
運
輸
省
・

内
務
省
令
第
一
号
）

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
一
二
月
二
九
日
運
輸
省

令
第
九
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
一
年
八
月
二
〇
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
一
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
軌
道
の
車
両

に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
二
月
八
日
運
輸
省
・
建

設
省
令
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
二
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
着
手
し
、
又
は
竣
工
し
た
軌

道
の
施
設
で
あ
つ
て
改
正
後
の
第
三
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
地
方
鉄
道
建
設
規
程
（
大
正
八
年
閣
令
第
十

一
号
）
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
七
十
四
条
、
第

七
十
五
条
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
六

条
、
第
百
条
第
二
項
又
は
第
百
十
四
条
の
規
定
に
適
合

し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
工
事
に
着
手
し
、
又
は
竣
工

し
た
軌
道
の
電
車
線
で
あ
つ
て
改
正
後
の
第
三
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
鉄
道
建
設
規
程
第
六
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
施
設
に
関
し
こ
の
省
令
の
施
行
後
最
初
に
行
な

う
改
造
の
工
事
が
竣
工
す
る
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
七
月
一
日
運
輸
省
・
建

設
省
令
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
年
六
月
三
十
日
に
効
力
を
有
し
て
い
た
電

気
工
作
物
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十

三
号
）
第
四
条
、
第
十
一
条
、
第
十
六
条
、
第
三
十
三

条
、
第
四
十
五
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
九
条
の

二
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま

で
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
八
条
、
第

八
十
一
条
の
二
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
、
第
九
十
条
、

第
九
十
一
条
の
三
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
八
条
か
ら

第
百
三
条
ま
で
、
第
百
七
条
か
ら
第
百
七
条
の
三
ま

で
、
第
百
十
条
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
六
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
の
二
、
第
百
二
十
三
条
の
三
、
第
百
二
十
三
条
の

五
又
は
第
二
百
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
商
産
業
大
臣
又

は
通
商
産
業
局
長
の
認
可
を
受
け
て
こ
の
省
令
の
施
行

前
に
工
事
に
着
手
し
、
又
は
竣
工
し
た
軌
道
の
施
設
で

あ
つ
て
改
正
後
の
軌
道
建
設
規
程
第
三
十
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
地
方
鉄
道
建
設
規
程
第
七
十
三
条
の
二
、

第
四
章
第
二
節
、
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
五
条
ま

で
、
第
九
十
五
条
の
三
、
第
九
十
五
条
の
七
又
は
第
九

十
五
条
の
十
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
ら
な
い
特
別
の
設
計
に
よ
り
施
設
す
る
こ

と
に
つ
い
て
改
正
後
の
軌
道
建
設
規
程
第
三
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
工
事
に
着
手
し
、
又
は
竣
工

し
た
軌
道
の
施
設
で
あ
つ
て
改
正
後
の
軌
道
建
設
規
程

第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
鉄
道
建
設
規
程

第
七
十
三
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
二
〇
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
八
日
運
輸

省
・
建
設
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
八
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日
運
輸

省
・
建
設
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省

令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
二
日
国
土
交
通

省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
二
日
国
土
交
通
省

令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省

令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省

令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）
附

則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和

四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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